
輸出統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

 

新 旧 

単位 単位 
統計番号 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
統計番号 品 名 

Ⅰ Ⅱ 

85.22 

 

8522.10 

8522.90 

 

 

 

000 

 

200 

900 

部分品及び附属品（第85.19項から第85.21項までの機器

に専ら又は主として使用するものに限る。） 

－ピックアップカートリッジ 

－その他のもの 

－－第8519.30号の機器のもの 

－－その他のもの 

  

 

ＫＧ

 

ＫＧ

ＫＧ

85.22 

 

8522.10

8522.90

 

 

 

000 

 

100 

900 

部分品及び附属品（第85.19項から第85.21項までの機器

に専ら又は主として使用するものに限る。） 

－ピックアップカートリッジ 

－その他のもの 

－－第8519.10号から第8519.39号までの機器のもの 

－－その他のもの 

  

 

ＫＧ 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

単位 単位 
統計番号 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
統計番号 品 名 

Ⅰ Ⅱ 

04.02 

 

0402.10 

 

 ミルク及びクリーム（濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その

他の甘味料を加えたものに限る。） 

－粉状、粒状その他の固形状のもの（脂肪分が全重量の

1.5％以下のものに限る。） 

－－砂糖を加えたもの 

（省 略） 

－－その他のもの 

－－－小学校、中学校（中等教育学校の前期課程を含む。）、

夜間において授業を行う課程を置く高等学校（中等

教育学校の後期課程を含む。）、特別支援学校若しく

は幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定め

る児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの

（以下この項において「学校等給食用のもの」とい

う。）及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造

に使用するためのもの（以下この項において「飼料

用のもの」という。） 

（省 略） 
 

  04.02 

 

0402.10

 

 ミルク及びクリーム（濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その

他の甘味料を加えたものに限る。） 

－粉状、粒状その他の固形状のもの（脂肪分が全重量の

1.5％以下のものに限る。） 

－－砂糖を加えたもの 

（省 略） 

－－その他のもの 

－－－小学校、中学校（中等教育学校の前期課程を含む。）、

夜間において授業を行う課程を置く高等学校（中等

教育学校の後期課程を含む。）、盲学校、聾
ろう

学校、

養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児

又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用

に供されるもの（以下この項において「学校等給食

用のもの」という。）及び配合飼料のうち政令で定

めるものの製造に使用するためのもの（以下この項

において「飼料用のもの」という。） 

（省 略） 
 

  

10.01 

1001.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

小麦及びメスリン 

－デュラム小麦 

－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規

定による連名による申込みに応じて行う政府の買入

れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並び

に同法第45条第１項第３号に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣

  

 

 

 

 

 

 

 

10.01 

1001.10

 

 

010 

 

 

 

 

 

小麦及びメスリン 

－デュラム小麦 

－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第

１項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政

令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受け

て輸入されるもの 

 

  

 

 

 

 

 

ＭＴ 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

1001.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03 

1003.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08 

 

1008.90 

 

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の証明を受けて輸入されるもの 

－－その他のもの 

－その他のもの 

－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規

定による連名による申込みに応じて行う政府の買入

れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並び

に同法第45条第１項第３号に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣

の証明を受けて輸入されるもの 

（省 略） 

 

大麦及び裸麦 

－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第

42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定に

よる連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び

売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第

45条第１項第３号に規定する政令で定める麦等のうち

政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受け

て輸入されるもの 

（省 略） 

 

そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 

（省 略） 

－その他の穀物 

（省 略） 

－－その他のもの 

－－－ライ麦 

ＭＴ

ＭＴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001.90

10.03 

1003.00

10.08 

1008.90

 

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－その他のもの 

－その他のもの 

－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第

１項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政

令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受け

て輸入されるもの 

 

 

（省 略） 

 

大麦及び裸麦 

－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第

42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第１項

ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定

めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入さ

れるもの 

 

 

（省 略） 

 

そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 

（省 略） 

－その他の穀物 

（省 略） 

－－その他のもの 

－－－ライ麦 

 

ＭＴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

021 －－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの、同法第43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ

021 －－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

ＭＴ 

11.01 

1101.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02 

 

1102.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

小麦粉及びメスリン粉 

－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第

42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定に

よる連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び

売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第

45条第１項第３号に規定する政令で定める麦等のうち

政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受け

て輸入されるもの 

（省 略） 

 

穀粉（小麦粉及びメスリン粉を除く。） 

（省 略） 

－その他のもの 

－－大麦粉及び裸麦粉 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの、同法第43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01 

1101.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02 

 

1102.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

小麦粉及びメスリン粉 

－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第

42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第１項

ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定

めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入さ

れるもの 

 

 

（省 略） 

 

穀粉（小麦粉及びメスリン粉を除く。） 

（省 略） 

－その他のもの 

－－大麦粉及び裸麦粉 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03 

 

1103.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1103.19 

 

 

 

 

190 

 

210 

 

 

 

 

 

 

290 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

－－－その他のもの 

－－ライ小麦粉 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの、同法第43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

－－－その他のもの 

（省 略） 

 

ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 

－ひき割り穀物及び穀物のミール 

－－小麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの、同法第43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

（省 略） 

－－その他の穀物のもの 

－－－大麦又は裸麦のもの 

 

 

ＭＴ

ＭＴ

 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ

ＭＴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03 

 

1103.11

 

 

 

 

 

 

 

 

1103.19

 

 

 

190 

 

210 

 

 

 

 

 

 

290 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明を受けて輸入されるもの 

 

 

－－－その他のもの 

－－ライ小麦粉 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

 

 

－－－その他のもの 

（省 略） 

 

ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 

－ひき割り穀物及び穀物のミール 

－－小麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

 

 

（省 略） 

－－その他の穀物のもの 

－－－大麦又は裸麦のもの 

ＭＴ 

 

 

ＭＴ 

 

 

 

 

 

ＭＴ 

 

 

ＭＴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ 

 

 

 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1103.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

190 

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの、同法第

43条の規定による連名による申込みに応じて行

う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸

入されるもの並びに同法第45条第１項第３号に

規定する政令で定める麦等のうち政令で定める

ところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

－－－－その他のもの 

－－－ライ麦のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの、同法第

43条の規定による連名による申込みに応じて行

う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸

入されるもの並びに同法第45条第１項第３号に

規定する政令で定める麦等のうち政令で定める

ところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

（省 略） 

－ペレット 

－－小麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの、同法第43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ

ＭＴ

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ

1103.20

110 

 

 

 

 

 

 

 

190 

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの及び同法

第45条第１項ただし書に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産

大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

－－－－その他のもの 

－－－ライ麦のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの及び同法

第45条第１項ただし書に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産

大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

（省 略） 

－ペレット 

－－小麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ 

 

 

 

ＭＴ 

 

 

 

 

 

ＭＴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04 

 

 

 

 

 

1104.19 

 

 

 

410 

 

 

 

 

 

 

490 

 

510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省 略） 

－－大麦又は裸麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの、同法第43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

－－－その他のもの 

－－ライ小麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの、同法第43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

（省 略） 

 

その他の加工穀物（例えば、穀を除き、ロールにかけ、フ

レーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひい

たもの。第10.06項の米を除く。）及び穀物の胚
はい

芽（全形

のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたもの

に限る。） 

（省 略） 

－－その他の穀物のもの 

－－－小麦又はライ小麦のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ

ＭＴ

 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04 

1104.19

 

 

410 

 

 

 

 

 

 

490 

 

510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省 略） 

－－大麦又は裸麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

 

 

－－－その他のもの 

－－ライ小麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

 

 

（省 略） 

 

その他の加工穀物（例えば、穀を除き、ロールにかけ、フ

レーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひい

たもの。第10.06項の米を除く。）及び穀物の胚
はい

芽（全形

のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたもの

に限る。） 

（省 略） 

－－その他の穀物のもの 

－－－小麦又はライ小麦のもの 

 

 

 

 

 

 

ＭＴ 

 

 

ＭＴ 

 

 

 

 

 

ＭＴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－小麦のもの 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの、同

法第43条の規定による連名による申込みに応

じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等

として輸入されるもの並びに同法第45条第１

項第３号に規定する政令で定める麦等のうち

政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

－－－－－その他のもの 

－－－－ライ小麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの、同法第43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

（省 略） 

－－－大麦又は裸麦のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの、同法第

43条の規定による連名による申込みに応じて行

う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸

入されるもの並びに同法第45条第１項第３号に

規定する政令で定める麦等のうち政令で定める

ところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－小麦のもの 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの及び

同法第45条第１項ただし書に規定する政令で

定める麦等のうち政令で定めるところにより

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

－－－－－その他のもの 

－－－－ライ小麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

 

 

（省 略） 

－－－大麦又は裸麦のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの及び同法

第45条第１項ただし書に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産

大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

1104.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 

 

 

 

（省 略） 

－－その他の穀物のもの 

－－－小麦又はライ小麦のもの 

－－－－小麦のもの 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの、同

法第43条の規定による連名による申込みに応

じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等

として輸入されるもの並びに同法第45条第１

項第３号に規定する政令で定める麦等のうち

政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

－－－－－その他のもの 

－－－－ライ小麦のもの 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの、同

法第43条の規定による連名による申込みに応

じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等

として輸入されるもの並びに同法第45条第１

項第３号に規定する政令で定める麦等のうち

政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

（省 略） 

－－－大麦又は裸麦のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの、同法第

43条の規定による連名による申込みに応じて行

う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

1104.29

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410 

 

 

 

（省 略） 

－－その他の穀物のもの 

－－－小麦又はライ小麦のもの 

－－－－小麦のもの 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの及び

同法第45条第１項ただし書に規定する政令で

定める麦等のうち政令で定めるところにより

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

－－－－－その他のもの 

－－－－ライ小麦のもの 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの及び

同法第45条第１項ただし書に規定する政令で

定める麦等のうち政令で定めるところにより

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

（省 略） 

－－－大麦又は裸麦のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの及び同法

第45条第１項ただし書に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

11.08 

 

1108.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

入されるもの並びに同法第45条第１項第３号に

規定する政令で定める麦等のうち政令で定める

ところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

（省 略） 

 

でん粉及びイヌリン 

－でん粉 

－－小麦でん粉 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの、同法第43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

（省 略） 

 

 

 

 

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

11.08 

1108.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

（省 略） 

 

でん粉及びイヌリン 

－でん粉 

－－小麦でん粉 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

 

 

（省 略） 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

19.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又

は麦芽エキスの調製食料品（ココアを含有するものにあつ

ては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有

量が全重量の 40％未満のものに限るものとし、他の項に

該当するものを除く。）及び第04.01項から第04.04項ま

での物品の調製食料品（ココアを含有するものにあつては

完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が

全重量の５％未満のものに限るものとし、他の項に該当す

るものを除く。） 

（省 略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又

は麦芽エキスの調製食料品（ココアを含有するものにあつ

ては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有

量が全重量の 40％未満のものに限るものとし、他の項に

該当するものを除く。）及び第04.01項から第04.04項ま

での物品の調製食料品（ココアを含有するものにあつては

完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が

全重量の５％未満のものに限るものとし、他の項に該当す

るものを除く。） 

（省 略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

1901.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

－第 19.05 項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り

生地 

－－穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品（米、小麦、ラ

イ麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割したもの、ミー

ル若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する

もので、これらの物品の含有量の合計が全重量の

85％を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及

び育児食用又は食餌
じ

療法用のものを除く。）及び第

04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品（ミ

ルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態にお

いて全重量の30％以上のものに限る。） 

（省 略） 

－－－米、小麦、ライ麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割

したもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一

以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有

量の合計が全重量の 85％を超えるもの（ケーキミ

ックス及び育児食用又は食餌
じ

療法用のものを除

く。） 

（省 略） 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、小

麦産品（ライ小麦産品を含む。）が最大の重量を

占めるもの 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの、同

法第43条の規定による連名による申込みに応

じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等

として輸入されるもの並びに同法第45条第１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

－第 19.05 項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り

生地 

－－穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品（米、小麦、ラ

イ麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割したもの、ミー

ル若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する

もので、これらの物品の含有量の合計が全重量の

85％を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及

び育児食用又は食餌
じ

療法用のものを除く。）及び第

04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品（ミ

ルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態にお

いて全重量の30％以上のものに限る。） 

（省 略） 

－－－米、小麦、ライ麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割

したもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一

以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有

量の合計が全重量の 85％を超えるもの（ケーキミ

ックス及び育児食用又は食餌
じ

療法用のものを除

く。） 

（省 略） 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、小

麦産品（ライ小麦産品を含む。）が最大の重量を

占めるもの 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの及び

同法第45条第１項ただし書に規定する政令で

定める麦等のうち政令で定めるところにより

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 

 

 

 

 

141 

 

 

 

 

 

 

 

149 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

 

 

項第３号に規定する政令で定める麦等のうち

政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

－－－－－その他のもの 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、大

麦産品（裸麦産品を含む。）が最大の重量を占め

るもの 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの、同

法第43条の規定による連名による申込みに応

じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等

として輸入されるもの並びに同法第45条第１

項第３号に規定する政令で定める麦等のうち

政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

－－－－－その他のもの 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、で

ん粉が最大の重量を占めるもの 

－－－－－小麦でん粉を含有するもの 

－－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関

する法律第 42 条の規定により輸入するも

の、同法第43条の規定による連名による申

込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡し

に係る麦等として輸入されるもの並びに同

法第45条第１項第３号に規定する政令で定

める麦等のうち政令で定めるところにより

 

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 

 

 

 

 

141 

 

 

 

 

 

 

 

149 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－－その他のもの 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、大

麦産品（裸麦産品を含む。）が最大の重量を占め

るもの 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの及び

同法第45条第１項ただし書に規定する政令で

定める麦等のうち政令で定めるところにより

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

－－－－－その他のもの 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、で

ん粉が最大の重量を占めるもの 

－－－－－小麦でん粉を含有するもの 

－－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関

する法律第42条の規定により輸入するもの

及び同法第45条第１項ただし書に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるとこ

ろにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

1901.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるも

の 

（省 略） 

－その他のもの 

－－穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品（米、小麦、ラ

イ麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割したもの、ミー

ル若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する

もので、これらの物品の含有量の合計が全重量の

85％を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及

び育児食用又は食餌
じ

療法用のものを除く。）、第04.01

項から第04.04項までの物品の調製食料品（ミルクの

天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全

重量の 30％以上のものに限るものとし、加圧容器入

りにしたホイップドクリームを除く。）及びもち、だ

んごその他これらに類する米産品（育児食用又は食餌
じ

療法用のものを除く。） 

（省 略） 

－－－米、小麦、ライ麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割

したもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一

以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有

量の合計が全重量の 85％を超えるもの（ケーキミ

ックス及び育児食用又は食餌
じ

療法用のものを除

く。） 

（省 略） 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、小

麦産品（ライ小麦産品を含む。）が最大の重量を

占めるもの 

 

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省 略） 

－その他のもの 

－－穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品（米、小麦、ラ

イ麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割したもの、ミー

ル若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する

もので、これらの物品の含有量の合計が全重量の

85％を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及

び育児食用又は食餌
じ

療法用のものを除く。）、第04.01

項から第04.04項までの物品の調製食料品（ミルクの

天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全

重量の 30％以上のものに限るものとし、加圧容器入

りにしたホイップドクリームを除く。）及びもち、だ

んごその他これらに類する米産品（育児食用又は食餌
じ

療法用のものを除く。） 

（省 略） 

－－－米、小麦、ライ麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割

したもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一

以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有

量の合計が全重量の 85％を超えるもの（ケーキミ

ックス及び育児食用又は食餌
じ

療法用のものを除

く。） 

（省 略） 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、小

麦産品（ライ小麦産品を含む。）が最大の重量を

占めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

159 

 

 

 

 

161 

 

 

 

 

 

 

 

169 

 

 

 

 

171 

 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの、同

法第43条の規定による連名による申込みに応

じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等

として輸入されるもの並びに同法第45条第１

項第３号に規定する政令で定める麦等のうち

政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

－－－－－その他のもの 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、大

麦産品（裸麦を含む。）が最大の重量を占めるも

の 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの、同

法第43条の規定による連名による申込みに応

じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等

として輸入されるもの並びに同法第45条第１

項第３号に規定する政令で定める麦等のうち

政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

－－－－－その他のもの 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、で

ん粉が最大の重量を占めるもの 

－－－－－小麦でん粉を含有するもの 

－－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関

する法律第 42 条の規定により輸入するも

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

159 

 

 

 

 

161 

 

 

 

 

 

 

 

169 

 

 

 

 

171 

 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの及び

同法第45条第１項ただし書に規定する政令で

定める麦等のうち政令で定めるところにより

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

－－－－－その他のもの 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、大

麦産品（裸麦を含む。）が最大の重量を占めるも

の 

－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律第42条の規定により輸入するもの及び

同法第45条第１項ただし書に規定する政令で

定める麦等のうち政令で定めるところにより

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

－－－－－その他のもの 

－－－－米産品、小麦産品（ライ小麦産品を含む。）、大麦

産品（裸麦産品を含む。）及びでん粉のうち、で

ん粉が最大の重量を占めるもの 

－－－－－小麦でん粉を含有するもの 

－－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関

する法律第42条の規定により輸入するもの

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04 

 

 

 

 

 

1904.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

 

 

 

 

の、同法第43条の規定による連名による申

込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡し

に係る麦等として輸入されるもの並びに同

法第45条第１項第３号に規定する政令で定

める麦等のうち政令で定めるところにより

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるも

の 

（省 略） 

 

穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料

品（例えば、コーンフレーク）並びに粒状又はフレーク状

の穀物（とうもろこしを除く。）及びその他の加工穀物（粉、

ひき割り穀物及びミールを除く。）であらかじめ加熱によ

る調理その他の調製をしたもの（他の項に該当するものを

除く。） 

－穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食

料品 

（省 略） 

－－米、小麦（ライ小麦を含む。）又は大麦（裸麦を含む。）

のいずれかを単に膨張させて又はいつて得た物品の

含有量が全重量の50％以上の調製食料品 

（省 略） 

－－－小麦（ライ小麦を含む。）のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの、同法第

43 条の規定による連名による申込みに応じて行

う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸

入されるもの並びに同法第45条第１項第３号に

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04 

1904.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

 

 

 

 

及び同法第45条第１項ただし書に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるとこ

ろにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

 

 

 

（省 略） 

 

穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料

品（例えば、コーンフレーク）並びに粒状又はフレーク状

の穀物（とうもろこしを除く。）及びその他の加工穀物（粉、

ひき割り穀物及びミールを除く。）であらかじめ加熱によ

る調理その他の調製をしたもの（他の項に該当するものを

除く。） 

－穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食

料品 

（省 略） 

－－米、小麦（ライ小麦を含む。）又は大麦（裸麦を含む。）

のいずれかを単に膨張させて又はいつて得た物品の

含有量が全重量の50％以上の調製食料品 

（省 略） 

－－－小麦（ライ小麦を含む。）のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの及び同法

第45条第１項ただし書に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産

大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229 

 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

 

 

 

 

 

規定する政令で定める麦等のうち政令で定める

ところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

－－－－その他のもの 

－－－大麦（裸麦を含む。）のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの、同法第

43 条の規定による連名による申込みに応じて行

う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸

入されるもの並びに同法第45条第１項第３号に

規定する政令で定める麦等のうち政令で定める

ところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

（省 略） 

－いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びい

つてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は

膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 

（省 略） 

－－米、小麦（ライ小麦を含む。）又は大麦（裸麦を含む。）

のいずれかを単に膨張させて又はいつて得た物品の

含有量が全重量の50％以上の調製食料品 

－－－小麦（ライ小麦を含む。）のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの、同法第

43 条の規定による連名による申込みに応じて行

う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸

入されるもの並びに同法第45条第１項第３号に

規定する政令で定める麦等のうち政令で定める

 

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.20

 

 

 

229 

 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－その他のもの 

－－－大麦（裸麦を含む。）のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの及び同法

第45条第１項ただし書に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産

大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

（省 略） 

－いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びい

つてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は

膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 

（省 略） 

－－米、小麦（ライ小麦を含む。）又は大麦（裸麦を含む。）

のいずれかを単に膨張させて又はいつて得た物品の

含有量が全重量の50％以上の調製食料品 

－－－小麦（ライ小麦を含む。）のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの及び同法

第45条第１項ただし書に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産

大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.90 

 

 

 

229 

 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

090 

 

 

210 

 

 

 

ところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

－－－－その他のもの 

－－－大麦（裸麦を含む。）のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの、同法第

43 条の規定による連名による申込みに応じて行

う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸

入されるもの並びに同法第45条第１項第３号に

規定する政令で定める麦等のうち政令で定める

ところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

（省 略） 

－ブルガー小麦 

－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規

定による連名による申込みに応じて行う政府の買入

れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並び

に同法第45条第１項第３号に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣

の証明を受けて輸入されるもの 

－－その他のもの 

－その他のもの 

－－小麦又はライ小麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第 42 条の規定により輸入するもの、同法第 43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

1904.30

1904.90

 

 

 

229 

 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

090 

 

 

210 

 

 

 

 

 

－－－－その他のもの 

－－－大麦（裸麦を含む。）のもの 

－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律第42条の規定により輸入するもの及び同法

第45条第１項ただし書に規定する政令で定める

麦等のうち政令で定めるところにより農林水産

大臣の証明を受けて輸入されるもの 

 

 

 

（省 略） 

－ブルガー小麦 

－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

第42条の規定により輸入するもの及び同法第45条第

１項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政

令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受け

て輸入されるもの 

 

 

－－その他のもの 

－その他のもの 

－－小麦又はライ小麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 



輸入統計品目表改正 
平成１９年３月財務省告示第１３０号 

新 旧 

 

 

 

290 

 

310 

 

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

－－－その他のもの 

－－大麦又は裸麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第 42 条の規定により輸入するもの、同法第 43

条の規定による連名による申込みに応じて行う政

府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入され

るもの並びに同法第45条第１項第３号に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるところによ

り農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 

（省 略） 

 

 

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

 

 

 

290 

 

310 

 

明を受けて輸入されるもの 

 

 

－－－その他のもの 

－－大麦又は裸麦のもの 

－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第42条の規定により輸入するもの及び同法第45

条第１項ただし書に規定する政令で定める麦等の

うち政令で定めるところにより農林水産大臣の証

明を受けて輸入されるもの 

 

 

（省 略） 

 

ＫＧ 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

21.06 

2106.10 

2106.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 

 

調製食料品（他の項に該当するものを除く。） 

（省 略） 

－その他のもの 

（省 略） 

－－その他のもの 

－－－米、小麦（ライ麦を含む。）又は大麦（裸麦を含む。）

のいずれかの含有量が全重量の30％を超える調製

食料品 

（省 略） 

－－－－その他のもの 

－－－－－小麦（ライ麦を含む。）の含有量が全重量の

30％を超えるもの 

－－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関

する法律第 42 条の規定により輸入するも

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06 

2106.10

2106.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 

 

調製食料品（他の項に該当するものを除く。） 

（省 略） 

－その他のもの 

（省 略） 

－－その他のもの 

－－－米、小麦（ライ麦を含む。）又は大麦（裸麦を含む。）

のいずれかの含有量が全重量の30％を超える調製

食料品 

（省 略） 

－－－－その他のもの 

－－－－－小麦（ライ麦を含む。）の含有量が全重量の

30％を超えるもの 

－－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関

する法律第42条の規定により輸入するもの
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215 

 

 

216 

 

の、同法第43条の規定による連名による申

込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡し

に係る麦等として輸入されるもの並びに同

法第45条第１項第３号に規定する政令で定

める麦等のうち政令で定めるところにより

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるも

の 

－－－－－－その他のもの 

－－－－－大麦（裸麦を含む。）の含有量が全重量の30％

を超えるもの 

－－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関

する法律第 42 条の規定により輸入するも

の、同法第43条の規定による連名による申

込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡し

に係る麦等として輸入されるもの並びに同

法第45条第１項第３号に規定する政令で定

める麦等のうち政令で定めるところにより

農林水産大臣の証明を受けて輸入されるも

の 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

 

 

 

 

 

 

 

 

215 

 

 

216 

 

及び同法第45条第1項ただし書に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるとこ

ろにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

 

 

 

－－－－－－その他のもの 

－－－－－大麦（裸麦を含む。）の含有量が全重量の30％

を超えるもの 

－－－－－－政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関

する法律第42条の規定により輸入するもの

及び同法第45条第1項ただし書に規定する

政令で定める麦等のうち政令で定めるとこ

ろにより農林水産大臣の証明を受けて輸入

されるもの 

 

 

 

（省 略） 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

22.07 

 

 

2207.10 

 

 

 

 

 

 

 

120 

エチルアルコール（変性させてないものでアルコール分が

80％以上のものに限る。）及び変性アルコール（アルコー

ル分のいかんを問わない。） 

－エチルアルコール（変性させてないものでアルコール分

が80％以上のものに限る。） 

－－アルコール分が90％以上のもの 

－－－工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチル

  

 

 

 

 

 

 

22.07 

 

 

2207.10

 

 

 

 

 

 

 

120 

エチルアルコール（変性させてないものでアルコール分が

80％以上のものに限る。）及び変性アルコール（アルコー

ル分のいかんを問わない。） 

－エチルアルコール（変性させてないものでアルコール分

が80％以上のものに限る。） 

－－アルコール分が90％以上のもの 

－－－工業用アルコールの製造の用に供するもの 

  

 

 

 

 

 

Ｌ 
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 アミンの製造の用に供するもの 

（省 略） 

 

Ｌ 

 

  

（省 略） 

 

 

50.02 

5002.00 

 

  

生糸（よつてないものに限る。） 

（省 略） 

－その他のもの 

－－独立行政法人農畜産業振興機構が生糸の輸入に係る

調整等に関する法律第２条に規定する農林水産大臣

の承認を受けて輸入するもの及び絹業を営む者又は

その団体が同法第11条に規定する農林水産大臣の認

定を受けて輸入するもの 

 

  50.02 

5002.00

 

  

生糸（よつてないものに限る。） 

（省 略） 

－その他のもの 

－－農畜産業振興事業団が生糸の輸入に係る調整等に関

する法律第２条に規定する農林水産大臣の承認を受

けて輸入するもの及び絹業を営む者又はその団体が

同法第11条に規定する農林水産大臣の認定を受けて

輸入するもの 

 

  

 


